
監理団体名 代表者名 所在地
取り消した監理団
体の許可番号

処分理由 処分年月日

令和元年10月８日
国際技術交流協同

組合
石橋淳也

千葉県山武郡芝山町大里
５６番地１

許１７０４００１７８９

　国際技術交流協同組合は，外国の送出機関である
TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY
との間で，技能実習生等が本邦において行う技能実
習に関連して，技能実習に係る契約の不履行につい
て違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関
する協定付属覚書」を締結していたこと，また，同
覚書の中で，技能実習法第28条第１項の規定に照ら
して不適正な内容の取決めを交わしていたことか
ら，監理事業を適正に遂行することができる能力を
有するものとは認められず，同法第25条第１項第８
号の基準を満たさないため，同法第37条第１項第１
号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当す
ることとなった。

兵庫県加西市国正町５６３番地

　協同組合クリエイティブ・ネットは，外国人技能
実習機構による実地検査において，虚偽の入国後講
習実施記録の提出等を行ったため，技能実習法第39
条第３項の基準を満たさず，また，同法第26条第４
号に当たるものとして，同法第37条第１項第１号及
び同項第２号に規定する監理団体の許可の取消し事
由に該当することとなった。

協同組合クリエイ
ティブ・ネット

民輪聡宏 平成30年12月27日許１７０８０００４０４

令和元年10月８日
Kyodo事業協同組

合
浦塚厚生

埼玉県さいたま市岩槻区大字
釣上４５１番地２

許１７０４００１９０２

　Kyodo事業協同組合は，外国の送出機関であるVIET
HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANY
との間で，技能実習法第28条第１項の規定に照らし
て不適正な条項を盛り込んだ技能実習事業に関する
協定書付属覚書を締結していたことから，監理事業
を適正に遂行することができる能力を有するものと
は認められず，同法第25条第１項第８号の基準を満
たさないため，同法第37条第１項第１号に規定する
監理団体の許可の取消し事由に該当することとなっ
た。


